
 
第３回検討会宿題事項等 

 
 ・ 緊急事態への対応規定について（資料１－１） 
 
 ・ 病院事業における主な政策医療の占める割合の試算  
  （資料１－２） 
 
 ・ 国立大学法人と行政法人評価制度委員会の関係に 
  ついて（資料１－３） 

資料１ 



緊急事態への対応規定について 

○ 災害の発生等の緊急時においては、国が出資している独   
  立行政法人に対して、主務大臣が必要な対応を求めること 
  ができるよう、個別法に規定をおいている 
 

※個別法における緊急時等の主務大臣の対応規定は、次頁以下の参考資料のとおり 
  出典：内閣府「H23.11.9 第７回 独立行政法人改革に関する分科会」資料 
 

２．法人の組織運営の改善のための検討事項 
（１）主務大臣の監督権限の在り方 
 災害の発生、経済事情や国際情勢の急激な変化等の緊急時などには中期目標・中期計画に
記載されていない事務・事業の実施が必要となる場合も考えられるところ。各法人の個別法にお
いて、災害の発生、経済事情や国際情勢の急激な変化等の緊急時などに、主務大臣が必要な
対応を法人に求めることができるとの規定が盛り込まれている法人（４４法人）がある。こうした緊
急時などには中期目標・中期計画の変更手続を行う時間的な余裕がないことが想定されるところ。 

  独立行政法人改革における組織規律、透明性・説明責任の向上に係る 
  制度設計の検討（案） （抜粋） 

～独立行政法人改革に関する分科会（内閣府：平成23年11月9日）資料より～ 
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 重症心身障害、筋ジストロフィー等のセイフティネット分野等の入院患者数の割合は３割程
度、５疾病の入院患者の数を含めると８割程度となっている 

（注１）難病は、難治性疾患克服研究事業対象疾患（130疾患）の患者数 
（注２）１日入院患者数（Ａ）は、平成22年10月1日現在の入院患者数 
（注３）全国に占める割合は、第2回検討会 資料１－１ 3ページ参照 

※全入院患者数（B）（平成22年10月の機構病院全体の１日平均入院患者数）：４４，２６５人  

国立病院機構の病院事業における主な政策医療の占める割合の試算 

  1日入院患者数 
（A）（注2） 

全入院患者数に 
占める割合(A/B) 

全国に占める 
国立病院機構 
の割合（注3） 

セイフティネット分野等 

重症心身障害 7,387人 16.7% 40.2% 
筋ジストロフィー 2,141人 4.8% 95.7% 
結核 1,324人 3.0% 44.7% 
エイズ 36人 0.1% - 
心神喪失者等医療観察法に基づく入院 331人 0.7% 61.9% 
難病 （注1） 4,953人 11.2% - 

小計 16,172人 36.5% 

その他の主な政策医療分野で
あって患者数の抽出が 

可能なもの 

がん 10,499人 23.7% 
脳卒中 2,967人 6.7% 
急性心筋梗塞 1,992人 4.5% 
糖尿病 644人 1.5% 
精神疾患 3,162人 7.1% 

小計 19,264人 43.5% 
計 35,436人 80.1% 
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全患者に占める労災患者の割合は、4.3％（入院3.0％、外来5.0％）であり、せき損、じん肺、
振動障害等の労災疾病患者が、1.6％ （入院1.7％、外来1.6％）となっている。 

（注１）１日入院患者数（Ｃ）は、平成22年10月1日現在の入院患者数。  
（注２）１日外来患者数（Ｄ）は、平成22年10月1日現在の外来患者数。 
 

         全入院患者数 （Ａ） １０，３７１人 （※平成22年10月の機構病院全体の１日平均入院患者数） 
         全外来患者数 （Ｂ）   ２８，０５３人 （※平成22年10月の機構病院全体の１日平均外来患者数） 

労働者健康福祉機構の病院事業における政策医療の占める割合 

  １日入院 
患者数（Ｃ） 

全入院患者数
に占める割合 

（Ｃ／Ａ） 

１日外来 
患者数（Ｄ） 

全外来患者数
に占める割合 

（Ｄ／Ｂ） 

１日入院・外来 
患者数（Ｅ） 

全入院・外来患者
数に占める割合 
（Ｅ／（Ａ＋Ｂ）） 

   せき損 133 1.3% 280 1.0% 413 1.1% 

労災疾病分野  
 じん肺 26 0.3% 95 0.3% 121 0.3% 

     

 患者数の 
抽出が可 
能なもの     

 振動障害 4 0.0% 63 0.2% 67 0.2% 

 アスベスト関連 11 0.1% － － 11 0.0% 

  小計 174 1.7% 437 1.6% 611 1.6% 
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等 ②労災疾病等研究 

医療技術・知見 
の開発・確立 

労災病院グループ ３０病院 

臨床現場 
（高度・専門的医療の提供） 

１３分野 １９テーマ 

行 
 

 

政 

研究発表 
１０，１２４件 

（H16～H23） 
 

症例検討会 
５，９８２件 

１４８，０４２人 
（H17～H23） 

 

研修会等 
３，２２１件 
（H16～H23） 

普及 

労災認定に必
要な意見書の

作成 
２８，１３７件 

（H16～H23） 

協力 

③研究成果を 
フィードバック 

（例） 
アスベスト：収集した症例
から中皮腫臨床像を導き
出し、鑑別診断法を確立
し、適正な診断が可能と
なった。 
 
 
 
四肢切断：受傷時の重症
度スコアを開発した結果、
機能回復や職場復帰の
予測を可能とした。これに
より個人毎の治療計画の
作成が可能となった。 
 
 
 
 
 

① 労災病院の 
ネットワークを通じ
て職歴を含めた 
症例データを収集 
・蓄積 

症例数22,177例 
  （H16～H20：第１期研究） 

入院患者の 
職業歴等データ 

           257万件 
                       （S59～H21） 

（例） 
アスベスト：診断困難な中
皮腫事案について症例を
提供 
四肢切断：プレス損傷等の
手指切断における再接着
が可能な症例を提供               

地方労災医員 
８１人 

 

労災保険診療
費審査委員 

３３人 
 

地方じん肺 
診査医 
１３人 

 

（H23年度実績） 

 労災病院グループのネットワークを通じて、労災疾病等職業に関わる疾病の臨床データ等の収集や研究を行い、
医療技術・知見を開発・確立し、地域医療機関に対する予防・治療方法等の普及促進を図る。 

依然として多く発生している 
労働災害による疾病 

新たな健康問題として 
社会問題化している勤労者の疾病 

産業中毒 
(関西） 

メンタルヘルス 
(横浜ほか4病院） 

働く女性のメディカル・ケア 
(和歌山ほか4病院） 

脳・心臓疾患(過労死）

(東北ほか1病院） 

職業性外傷 
(燕ほか1病院） 

せき髄損傷 
(中部ほか3病院） 

感覚器障害 
(大阪） 

筋・骨格系疾患 
(関東ほか2病院） 

振動障害 
(山陰ほか5病院） 

粉じん等による呼吸器疾患 
（北海道中央ほか4病院） 

物理的因子による疾患

(九州ほか2病院） 

アスベスト関連疾患 
（岡山ほか9病院） 

職場復帰のためのリハビリテーション及び勤労者の罹患率
の高い疾病の治療と職業の両立支援 (九州ほか15病院） 

 
政策的医療の提供内容・実績とそのネットワーク病院の設置目的 
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（参考） 中期目標行政法人（行政法人通則法案） 

①業務実績評価 
②業務運営改善等の勧告 

国立大学法人 

国立大学法人評価委員会 

国立大学法人と行政法人評価制度委員会の関係について 

行政法人評価制度委員会（総務省） 

③評価結果の通知 ④意見 

①業務実績評価 
②業務運営改善等の勧告 

法人 

主務大臣 

③評価結果の通知 ④意見 

国立大学法人 （国立大学法人法改正案） 

①意見 

②中期目標の指示（変更を含む） 

主務大臣 

法人 

①意見 

②中期目標を示す（変更を含む） 

国立大学法人等 

【中期目標策定時】 

行政法人評価制度委員会（総務省） 
  国立大学法人評価委員会 

文部科学大臣 

国立大学法人 

行政法人評価制度委員会（総務省） 

あらかじめ、行政法人評価制度委員会の意見を聴かなければならない。 行政法人評価制度委員会の意見徴取に関する規定はない。 

中期目標期間の最後の事業年度の前年事業年度（下図） 
 ・主務大臣は、行政法人評価制度委員会に評価結果を通知。 
 ・行政法人評価制度委員会は、その評価結果について、必要があると認める 
   ときは、意見を述べなければならない。 
※これ以外の事業年度は、行政法人評価制度委員会への通知等は不要。 

【業務実績評価時】 

中期目標期間の最後の事業年度の前々事業年度（下図） 
 ・国立大学法人評価委員会は、行政法人評価制度委員会に評価結果を通知。 
 ・行政法人評価制度委員会は、その評価結果について、必要があると認める 
   ときは、意見を述べることができる。 
※これ以外の事業年度は、行政法人評価制度委員会への通知等は不要。 

【業務実績評価時】 

【中期目標策定時】 

資料１－３ 
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